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適用一徹収業務（国民年金）の流れ  ≡  

社会保険業務センター   

（三鷹庁舎）  書類送付  

・資格取得届   

677万件／年  

〔 〕  

（＊資格喪失届 731万件／年）  

（平成20年度）   

＊3号被保険者は、平成14年度  

から事業主経由  

・年金手帳  

叫山上■      」．川■■■■■  
・納付書  

・保険料納入  

（1号被保険者のみ）  

自営業者等  

・国民年金  



喜①平成20年虔の現年度納付率は、甲・1鱒  
（対前年虔比△1．9ポイント）  

②平成用年度の最終納付率は、  70．8％  
（平成19年虎夫と比較して＋1．7ポイント）  

（平成20年丘末席点）  

納付月数  
※ 現年度納付率（％）＝  

納付対象月数  

「納付対象月数」とは、当該年度分の保険料と＿して納付すべき月数（法定免除月数・申請全  
額免除月数・学生納付特例月数・若年者納付猶予月数は含まない。）であり、「納付月数」  
は、そのうち当該年度中（翌年度4月末まで）に実際に納付された月数である。  

〔  

※ 上記最終納付率は、18年度分の保険料として納付すべき月数（法定免除月数・申請全額免除月   
数・学生納付特例月数・若年者納付猶予月数は含まない。）に対し、時効前（納期から2年以内）   
までに納付した月数の割合。   

納付率の推移  

※時効前（納期から2年以内）までに納付した者の割合は約7割。   
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○電話納付督励の外部委託（H17．4～数値目標設定）   
○面談による納付督励に成果主義を導入（H17，10～）   
○市場化テストによる外部委託（H17．10～要求水準設定）   

納めやすい環境づ＜りの整備   

○口座振替の推進   

○口座振替割引制度の導入（H17．4～）   

（口座振琶率）  

18年度末  19年度末  20年度末  

40％ → 40％ → 38％   
642万人   599万人  562万人   

○任意加入者の口座振替の原則化  

（H20．4～）  

○コンビニ納付の導入 （H16．2～）   

（利用状況）  

18年度  19年度  20年度   

749万件→ 874万件→ 966万件   

○インターネット納付の導入  

（H16．4～）   

（利用状況）  

18年度  19年度  20年度   

24万件 → 31万件 → 38万件   

○クレジットカード納付の導入   

（利用者数）  （H20．2′〉）  
19年度  20年度  

2万人 → 9万人   

○税申告時の社会保険料控除証明書の   

添付義務化  （H17．11～）  
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適用暮徴収業務（厚生年金保険■健康保険）の流れ  

社会保険業務センター   

（三鷹庁舎）  

○新規適用届   

厚年 6．9万件／年   

健保 6．9万件／年  

○資格取得届   

厚年 691万件／年   

健保 440万件／年  

＊資格喪失届  

（厚年700万件、健保524万件）  

（平成20年度現在）  

二∴十∴十小小★十∵小十＋＋∴＋三．＋＋十十  
保険料納付  

（源泉徴収）  

納入告知書  

○徴収決定済額（平成20年度）  

厚年 23．1兆円  

健保 06，8兆円  
サラリーマン  

・厚生年金  

・健康保険  

保険料納付  

○収納済額（平成20年度）  

厚年 22．7兆円  

健保 06．6兆円  
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厚生年金保険・政府管掌健康保険の適用促進  

①未適用事業所の適用促進  

○ 雇用保険の適用事業所情報、新規設立法人情報や関係機関からの情報等により未適  

用事業所を把握し、加入指導を実施。  

○ 平成16年度以降、重点的な加入指導又は職権適用の対象を順次拡大。  

○ 平成19年度より、各社会保険事務所一事務局ごとの行動計画を策定し、目標達成のた  

めの取組みを推進。  

平成16年度まで  平成17年度  平成18年度  

○これまでの情報に  

加えて民間会社か   

らの新規設立法人  

情報を活用し、未  

適用事業所を把握   

○重点的な加入指導  

（10人以上の事業所）  

○職権適用  

（15人以上の事業所）   

○法人登記申請書、  

雇用保険適用事業  

所情報等を活用し、  

禾適用事業所を  

把握  

○重点的な加入指導  

（平成16年7月以降、  

2P人以上の事業所）   

○（同左）  

○重点的な加入指導  

（15人以上の事業所）  

○職権適用  

（20人以上の事業所）  



○ 未適用事業所把握・加入勧奨業務について、平成17、18年度の市場化テストモデル事業   

の経験も生かしつつ、平成19年度より全ての社会保険事務所において民間委託を実施。   

○ 社会保険事務所においては、重点的な加入指導、職権適用の強化により力を入れて取り組む。  

竺  
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②適用事業所に対する適正な適用の指導等  

○・適用事業所における被保険者の適用漏れ・誤り等を防止するため、適用事業所に対する調査  

・指導を実施してきている。   

○ 平成16年度以降、事業所調査の重点業種の指定、調査目標の設定など、取組みを順次強化   

してきている。   

○ 平成19年度より、各社会保険事務所・事務局ごとの行動計画を策定し、目標達成のための   

取組みを推進。  

事業所調査の実施  事業主に対する指導  

⑨事業所調査を特定業種（派遣業、卸売業・小売業、飲食業、サービス業   

等）に王点化【16年度－】  

②事業所調査の数値日棲（毎年度全通用事業所の4分の1以上）の設定   

【17年度～】  

③短時間労働者等について事業所調査の結果を対策に反映【18年慶一】  

④都道府県労働局との連携による重点的な調査の実施【柑年度－】   

○新規適用事業所に対する   

説明会での指導  

○届書提出時の事務説明会   

での指導  

○パンフレット等を活用した   

周知  



平成20年度適用の適正化対策の実施状況について  

未適用事業所数  

（平成20年虎夫）  

103，247事業所  

（前年度末未適用事業所   

数100，470事業所）   



厚生年金保険・政府管掌健康保険の保険料徴収対策  

（D保険料の徴収状況  

○ 厚生年金・政管健保の収納率は、おおむね97～98％程度となっている。  

（単位：億円）  

平成16年度   平成17年度   平成18年度   平成19年度   平成20年度   

徴収決定済額   198，022   203，577   212，612   222，672   230，627  

厚生年金  収納済額   194，537   200，584   209，834   219，690   226，905  

保険料収納率   98．2％   98．5％   98．7％   98．7％   98．4％   

徴収決定済額   66，220   67，090   67，752   69，251   68，052  

政管健保  
収納済額   64，619   65，676   66，403   67，759   66，181  

保険料収納率   97．6％   97．9％   98．0％   97．8％   97．2％   

（注1）政府管掌健康保険の徴収決定済額及び収納済額は、一般被保険者分  
（注2）保険料収納率は、徴収決定済執こ対する収納済頼の割令  

（参考）厚生年金保険一政府管掌健康保険の保険料について  

○ 厚生年金保険料・政府管掌健康保険料は、被保険者が受ける報酬を基に決められる標準報酬月額、標準賞与額に下記の  

保険料率を乗じて計算  

※保険料率（21．9現在）  

厚生年金保険料率15．704％（政府管掌健康保険料率については都道府県ごとに設定）  

○ 保険料は事業主と被保険者が折半して負担し、事業主がまとめて社会保険事務所へ納付   



②保険料の徴収対策  

○ 厚生年金・政管健保の保険料徴収対策として、納期内納入の励行指導、滞納事業所  
に対する速やかな納付督励、滞納処分の早期着手等に取り組んでいる。  

○平成19年度より、各社会保廟事務所・事務局ごとの行動計画を策定し、目標達成の  
ための取組を推進。  

〔参考データ〕  

①口座振替実施率の推移  平成16年度   平成17年度   平成18年度   平成19年度   平成20年度   

口座振替実施率   84．3％   84．2％   84．0％   83．5％   81．9％  

平成17年5月末   平成18年5月末   平成19年5月末   平成20年5月末   平成21年5月末   

滞納事業所数  
113，777   105，545   108，070   123，655   147，171   

（単位：所）  

②滞納事業所数の推移  

（注）各年の5月末時点において、3月以前の月分の保険料の全部又は一部を、社会保険オンラインシステム上で未納となっている事業所数を   
集計したものである。  

平成16年度   平成17年度   平成18年度   平成19年度   平成20年度   

差押え事業所数  （17，223）   13，631   15．613   12，879   10，483   
（単位：所）  

③差押え事業所数の推移  

（注）差押えをした美事某所数を計上。なお、16年度以前の（）は、差押えをした延べ事業所数である。  
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年金の決定及び支払業務の流れ  

年金受給権者等  

＝＝享  
年金請求  

約261万人  
（平成19年度）  

寺＝＝  
年金証書の  

送付  

※共済組合に加入  

している方の共済  

組合期間分の基礎  

年金の決定業務等  

も社会保険庁が  
行っている。  

年6．回（偶数月）  
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年金相談体制について  来訪、電話、文書による相談  

■年金制度   

・年金受給額   

・年金の加入期間、見込額   
・各種手続き  

DB  
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サービススタンダードについて  

1．趣 旨   

お客様の視点に立ったサービスの品質向上を図る上で、お客様が各種のサービスを受けるまでに要する期間をその内容に応じて予め  
明確にし、サービスに対するお客様の安心感や信頼感を醸成することは重要と考えています。   

このため、平成17年度より、各種サービスについて、お客様が申請（請求）されてから決定通知書等が届くまでの期間の必達目標  
として「サービススタンダード」を設定し、これをお客様に情報提供することにより、サービス水準の向上を図ることとしています。   

2．実施内容   

サービススタンダードは、全てのサービスのうら、お客様から迅速に実施することが特に求められ、問い合わせなどが多い、年金保  
険の給付等のサービスについて所要日数を定めたものです。  

給  付  種  別   所  要  日  数   

老齢基礎年金   

老齢厚生年金   2か月以内  

遺族基礎年金   （加入状況の再確認を要しない場合は1か月以内）   

遺族厚生年金   

障害基礎年金   3か月以内   

障害厚生年金   3か月半以内  

（所要日数‥・裁定請求書を受理してから、年金証書が請求者に届くまでの日数）   

3．平成20年度の達成状況   

年金給付関係にかかる平成20年度のサービススタンダードの達成状況は、老齢基礎年金・老齢厚生年金、遺族基礎年金・遺族厚  
生年金について加入状況の再確認を要する場合は70％以上、加入状況の再確認を要しない場合40％台から50％台の達成率となっ  
ており、また、障害基礎年金では82％となっていますが、障害厚生年金は31％の達成率となっています。  
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これは、年金記録問題への対応を優先したことによる影響のほか、団塊の世代が受給年齢に達し始めたことから、老齢厚生年金の  
裁定件数が19年度に前年度から約3割増加し、20年度はさらに約1割増加したことが要因と考えられます。  

達成率  平均所要日数  
給付種別   裁定件数  加入状況の再確認を  加入状況の再確認を  加入状況の再確言忍を  加入状況の再確認を  

要する場合   要しない場合   要する場合   要しない場合   

老齢基礎年金   144，736 件   84．2％   46．4％   47．6 日   38．6 日   

老齢厚生年金   1，967，899 件   74．3％   44．0％   52．6 日   41．1 日   

遺族基礎年金   4，060 件   78．2％   44．0％   51．1 日   40．9 日   

遺族厚生年金   288，281件   71．5％   53．0％   56．0 日   38．8 日   

障害基礎年金   63，81（；件   81．8％  73．9日   

障害厚生年金   28，095 件   31．0％  130．8日  

※障害厚生年金の達成率が比較的低いことについては、障害の程度の認定が、障害基礎年金における  
障害の程度の認定に比べ複雑になっていることに加え、請求の際の添付書類などの不備により、決定  
までに時間を要していることが影響しているものと考えられます。   

4．平成20年度の要因分析と達成率向上への取組み   

平成20年度禾現在において、「老齢厚生年金・加入状況の再確認を要しない場合」の達成率が60％以下の社会保険事務局（23  
事務局）へ個別にヒアリングを行ったところ、①年金記録問題への対応や受付件数の増加等により、担当職員が不足したこと、②効率  
的な事務処理体制のための年金裁定事務の集約化への移行過程で一時的に未処理分が増えたことが主な要因でした。   

これらの問題の解消のため、平成21年度より、社会保険事務局において以下のような取組みが行われ、その結果、平成21年8  
月（1か月分）の達成率では、12事務局で60％を超え、このうら6事務局で80％を超える状況となっています0   

①処理サイクルの効率化を図るなど、事務処理体制の見直しを行った。   
②受付から裁定までの進捗管理を徹底した。   
③社会保険事務局、他の社会保険事務所から支援を行った。   

引き続き、達成状況の把握や進捗管理の徹底により、サービススタンダード各項目の目標達成に取り組むとともに、平成22年1   
月発足の日本年金機構に継承していくことを目指し、必要な取組みを進めていくこととしています。  
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